
【法人単位】

（単位：円）

現金預け金 481,856,612,953 借入金 740,821,116,000

現金 1,296,475 財政融資資金借入金 258,521,116,000

預け金 442,518,334,473 民間借入金 482,300,000,000

代理店預託金 39,336,982,005 債券 20,802,043,974,548

金銭の信託 178,941,864,200 政府保証債券 690,000,000,000

金銭の信託 178,941,864,200 貸付債権担保債券 14,457,027,487,000

有価証券 988,570,567,665 一般担保債券 4,532,000,000,000

国債 110,095,145,354 財形住宅債券 82,300,000,000

地方債 164,960,451,719 住宅宅地債券 1,040,425,000,000

政府保証債 10,563,214,168 債券発行差額（△） 291,487,548

社債 103,951,756,424 保険契約準備金 27,384,732,100

譲渡性預金 599,000,000,000 支払備金 3,597,531

買取債権 18,515,821,600,142 責任準備金 27,381,134,569

貸付金 4,371,020,923,835 預り補助金等　 　   　 　　　　　 　（注） 95,904,655,073

手形貸付 29,268,914,482 預り住宅金融円滑化緊急対策費補助金　　 （注） 34,284,371,682

証書貸付 4,341,752,009,353 預り優良住宅整備促進事業等補助金　　　 （注） 17,401,692,954

その他資産 74,716,484,561 預り災害復興住宅融資等緊急対策費補助金 （注） 44,218,590,437

求償債権 4,798,119,564 その他負債 119,913,380,000

年金譲受債権 17,457,830,151 未払費用 24,487,148,495

未収収益 22,684,479,800 前受収益 14,983,367,353

繰延金融派生商品損失 5,279,512,171 繰延金融派生商品利益 959,903,264

未収保険料 693,467,512 未払買取代金 67,908,360,000

その他の資産 23,803,075,363 その他の負債 11,574,600,888

有形固定資産 26,069,136,518 賞与引当金 702,033,379

建物 19,995,100,531 退職給付引当金 10,670,750,583

減価償却累計額（△） △ 8,769,054,628 保証料返還引当金 338,557,400

土地 12,869,300,000 保証債務 1,671,745,157,166

建設仮勘定 825,728,004

その他の有形固定資産 1,600,707,389

減価償却累計額（△） △ 452,644,778 23,469,524,356,249

無形固定資産 9,232,685,905

ソフトウェア 9,231,996,563

その他の無形固定資産 689,342 資本金 692,095,420,000

保証債務見返 1,671,745,157,166 政府出資金 692,095,420,000

貸倒引当金（△） △ 137,005,840,825 資本剰余金 381,271,151

資本剰余金 △ 3,481,271,248

その他行政コスト累計額　　　　　（注） 3,862,542,399

除売却差額相当累計額　　　　　（注） 3,862,542,399

利益剰余金 2,019,267,981,568

評価・換算差額等 △ 299,836,848

繰延ヘッジ損益 △ 299,836,848

2,711,444,835,871

26,180,969,192,120 26,180,969,192,120

※貸借対照表注記

1.　利益剰余金2,019,267,981,568円には、金利変動リスクによる将来の損失の発生等に備えて独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第44条第１項に

　基づく手続又は主務大臣の承認手続を経て積み立てる積立金1,800,533,822,998円を含みます。

2.　（注）は、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

3.　その他行政コスト累計額は、主に不要財産に係る国庫納付を行うにあたり、必要な債券を売却したことにより計上しているものです。当事業年度において

　国等からの出資を財源に取得した資産に該当するものはありません。

資産の部合計 負債の部及び純資産の部合計

貸　借　対　照　表
（令和６年３月31日現在）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（資産の部） （負債の部）

負債の部合計

（純資産の部）

純資産の部合計

1



（単位：円）

 

　　 資金調達費用 138,575,747,617

保険引受費用 77,111,024,415

役務取引等費用 28,824,936,437

その他業務費用 4,946,375,643

営業経費 32,923,145,579

その他経常費用 1,113,725,690

　　損益計算書上の費用合計 283,494,955,381

　　その他行政コスト合計 0

283,494,955,381

※ 行政コスト計算書注記

１．独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

　行政コスト　　　　　　　　　　　 283,494,955,381

　自己収入等　　　　　　　　　　 △ 462,344,230,988

　法人税等及び国庫納付額　　　　　 △ 12,734,779

　機会費用　　　　　　　　　　　　　 5,023,467,434

　独立行政法人の業務運営に関して

　国民の負担に帰せられるコスト　　 △ 173,838,542,952

２．機会費用の計上方法

（1）政府出資又は地方公共団体出資等から生ずる機会費用については、10年利付国債の令和６年３月末時点の利回りを参考

　に0.725％で計算しています。

（2）国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用については、当該職員が国又は地方公共団体に復

　帰後退職する際に支払われる退職金のうち、独立行政法人での勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職

　給付支払基準等を参考に計算しています。

行政コスト計算書
（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

【法人単位】

Ⅲ　行政コスト

Ⅰ　損益計算書上の費用

Ⅱ　その他行政コスト
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【法人単位】

（単位：円）

経常収益 500,837,693,695

資金運用収益 377,575,458,834

買取債権利息 241,531,091,234

貸付金利息 131,502,003,886

求償債権損害金等 111,101,699

年金譲受債権利息 642,873,779

有価証券利息配当金 3,783,377,508

預け金利息 5,010,728

保険引受収益 60,875,107,127

正味収入保険料 7,388,413,631

責任準備金戻入額 2,752,331,849

団信特約料 29,880,277,332

団信受取保険金 1,623,741,137

団信配当金 19,230,343,178

役務取引等収益 450,416,377

保証料 183,872,748

その他の役務収益 266,543,629

補助金等収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注） 38,493,462,707

住宅金融円滑化緊急対策費補助金収益　　　　　　　　（注） 3,996,195,929

優良住宅整備促進事業等補助金収益　　　　　　　　  （注） 30,821,099,692

災害復興住宅融資等緊急対策費補助金収益　　　　　　（注） 3,634,285,626

住宅市場整備推進等事業費補助金収益　　　　　　　　（注） 17,875,000

地方公共団体補助金等収益　 　　　　　　　   　　　（注） 24,006,460

その他業務収益 47,615,054

委託解除手数料 47,615,054

その他経常収益 23,395,633,596

貸倒引当金戻入額 18,081,723,634

保証料返還引当金戻入額 92,023,900

償却債権取立益 4,803,726,302

金銭の信託運用益 39,275,540

その他の経常収益 378,884,220

経常費用 283,494,955,381

資金調達費用 138,575,747,617

借入金利息 6,850,647,799

債券利息 131,488,015,977

その他の支払利息 237,083,841

保険引受費用 77,111,024,415

正味支払保険金 2,820,078,334

正味保険料支払調整金 1,577,469,010

支払備金繰入額 3,597,531

団信支払保険料 71,104,801,072

団信弁済金 1,605,078,468

役務取引等費用 28,824,936,437

役務費用 28,824,936,437

その他業務費用 4,946,375,643

債券発行費償却 4,291,413,109

金融派生商品費用 654,962,534

営業経費 32,923,145,579

営業経費 32,923,145,579

その他経常費用 1,113,725,690

その他の経常費用 1,113,725,690

経常利益 217,342,738,314

当期純利益 217,342,738,314

前中期目標期間繰越積立金取崩額　　　　　　　　　　　　（注） 1,391,420,256

当期総利益 218,734,158,570

※損益計算書注記

　（注）は、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

損　益　計　算　書
（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

科　　目 金　　額
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【法人単位】 （単位：円）

資本剰余金

国庫納付差額
除売却差額相当
累計額（-）

当期首残高 690,575,420,000 690,575,420,000 △ 3,481,271,248 3,862,542,399 381,271,151 1,892,775,246,702 △ 371,273,564 △ 371,273,564 2,583,360,664,289

Ⅰ 資本金の当期変動額 1,520,000,000 1,520,000,000 1,520,000,000

出資金の受入 1,520,000,000 1,520,000,000 1,520,000,000

Ⅱ 資本剰余金の当期変動額

Ⅲ 利益剰余金の当期変動額（純額） 126,492,734,866 126,492,734,866

Ⅳ 評価・換算差額等の当期変動額（純額） 71,436,716 71,436,716 71,436,716

当期変動額合計 1,520,000,000 1,520,000,000 -                 -                 -                 126,492,734,866 71,436,716 71,436,716 128,084,171,582

当期末残高 692,095,420,000 692,095,420,000 △ 3,481,271,248 3,862,542,399 381,271,151 2,019,267,981,568 △ 299,836,848 △ 299,836,848 2,711,444,835,871

政府出資金 資本金合計

その他行政コス
ト累計額

純資産変動計算書
（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

Ⅰ 資本金 Ⅱ 資本剰余金 Ⅲ 利益剰余金 Ⅳ 評価・換算差額等

利益剰余金 繰延ヘッジ損益
評価・換算差額

等合計
資本剰余金合計

純資産合計
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【法人単位】

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

買取債権の取得による支出 △ 989,846,380,000

貸付けによる支出 △ 111,387,270,000

人件費支出 △ 10,107,283,520

保険金支出 △ 2,820,078,334

団信保険料支出 △ 71,164,274,442

団信弁済金支出 △ 1,602,547,146

その他業務支出 △ 45,500,700,707

買取債権の回収による収入 1,195,618,256,335

貸付金の回収による収入 638,602,674,588

買取債権利息の受取額 241,004,783,100

貸付金利息の受取額 133,034,921,070

保険料収入 7,391,222,779

団信特約料収入 28,062,132,440

団信保険金収入 1,687,520,788

団信配当金の受取額 17,719,380,319

その他業務収入 10,465,938,396

国庫補助金収入 24,954,875,000

国庫補助金の精算による返還金の支出 △ 4,899,488,214

地方公共団体補助金等収入 24,006,460

小計 1,061,237,688,912

利息及び配当金の受取額 4,567,695,058

利息の支払額 △ 139,063,713,521

国庫納付金の支払額 △ 90,850,003,448

835,891,667,001

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券（債券）の取得による支出 △ 55,117,540,000

有価証券（債券）の償還による収入 66,427,100,000

有価証券（譲渡性預金）の純増減額（減少：△） 35,000,000,000

有形固定資産の取得による支出 △ 1,734,730,501

無形固定資産の取得による支出 △ 3,899,831,770

△ 5,808,000,000

28,708,003,147

△ 130,000,000,000

その他支出 △ 65,586,156

△ 66,490,585,280

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

民間長期借入金の借入れによる収入 18,300,000,000

民間長期借入金の返済による支出 △ 29,950,000,000

債券の発行による収入（発行費用控除後） 1,216,873,786,887

債券の償還による支出 △ 1,840,352,621,000

財政融資資金借入金の借入れによる収入 5,880,000,000

財政融資資金借入金の返済による支出 △ 280,367,468,000

リース債務の支払いによる支出 △ 42,526,266

政府出資金収入 1,520,000,000

不要財産に係る国庫納付等による支出 △ 12,734,779

△ 908,151,563,158

Ⅳ　資金減少額 △ 138,750,481,437

Ⅴ　資金期首残高 620,607,094,390

Ⅵ　資金期末残高 481,856,612,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー計算書
（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

業務活動によるキャッシュ・フロー

金銭の信託（単独運用指定金銭信託）の増加に
よる支出
金銭の信託（単独運用指定金銭信託）の減少に
よる収入
金銭の信託（合同運用指定金銭信託）の純増減
額（減少：△）
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重要な会計方針（法人単位） 

 

１ 改訂後の独立行政法人会計基準等の適用 

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注

解」（令和３年９月 21 日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準

注解に関するＱ＆Ａ」（令和４年３月最終改訂）のうち、収益認識に係る改訂内容を適用

して、財務諸表等を作成しています。 

   

２ 減価償却の会計処理方法 

(1) 有形固定資産 

定額法を採用しています。 

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。 

建物：２～50 年  その他の有形固定資産：２～39 年 

 

  (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しています。 

   なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年） 

に基づいています。また、その他の無形固定資産については利用可能期間（10 年）に基

づいています。 

 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

買取債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、以下に定める債務者区分に応

じて、次のとおり計上しています。 

  破綻先  ：法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者 

実質破綻先：法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の    

      状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経

営破綻に陥っている債務者 

破綻懸念先：経営破綻の状況にはないものの、経営難の状態にあり、経営改善計画等の

進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ

る債務者 

要注意先 ：元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題があ

る債務者、継続的な返済を支援するため元金の一部繰延べ、延滞元金若し

くは延滞利息との繰延べなどの貸出条件の変更を行った債務者、業況が低

調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管

理に注意を要する債務者。なお、要注意先のうち、当該債務者の債権の全

部又は一部が要管理債権（３か月以上６か月未満延滞債権及び貸出条件緩

和債権）である債務者を要管理先とし、要注意先を、要管理先と要管理先

以外の要注意先に分けて管理しています。 

正常先  ：業況が良好であり、かつ、財務内容に特段の問題がないなど債務の履行に

問題がないと認められる債務者 

ア 破綻先及び実質破綻先に係る債権については、個々の債権ごとに担保等による回収

可能見込額を控除した残額を引き当てています。 

イ 破綻懸念先に係る債権については、個々の債権ごとに担保等による回収可能見込額
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を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てています。 

ウ 要管理先及び要管理先以外の要注意先に係る債権のうち、債権元本の回収及び利息

の受取に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、

当該キャッシュ・フローを当初の約定利率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差

額を引き当てています。 

エ 上記以外の債権については、ポートフォリオの特性に応じて、個人向けの債権とそ

れ以外の債権にグルーピングを行ったうえで、主として今後１年間の予想損失額又は

今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間

の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率

を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。  

 

(2) 賞与引当金 

役員及び職員に対して支給する賞与に充てるため、翌期賞与支給見込額のうち当期対

応分を計上しています。 

 

(3) 退職給付引当金 

役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しています。 

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ

せる方法については期間定額基準によっております。 

過去勤務費用は、その発生時の役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10 年）に

よる定額法により按分した額を費用処理しています。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一

定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしています。 

 

(4) 保証料返還引当金 

財形住宅資金貸付勘定及び既往債権管理勘定に属する貸付け並びに住宅資金貸付等勘

定に属する注記事項の１(2)の年金譲受債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証

を独立行政法人住宅金融支援機構法（平成 17 年法律第 82 号）附則第６条第１項に規定

する財団法人公庫住宅融資保証協会に委託したときに支払った保証料のうち、未経過期

間に対応するものの返還に必要な費用に充てるため、返還見込額を計上しています。 

 

４ 責任準備金の計上基準 

住宅融資保険法（昭和 30 年法律第 63 号）第３条に規定する保険関係及び住宅確保要配

慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法律第 112 号）第 20 条第２

項に規定する保険関係に基づく将来における債務の履行に備えるため、独立行政法人住宅

金融支援機構に関する省令（平成 19 年財務省・国土交通省令第１号。以下「省令」とい

います。）第 13 条の規定により主務大臣が定める方法（独立行政法人住宅金融支援機構

に関する省令第 13 条の規定に基づき主務大臣が定める算定の方法について（平成 27 年財

政第 245 号・国住民支第 30 号））に基づき算定した金額を計上しています。 

 

５ 有価証券の評価基準及び評価方法（金銭の信託において信託財産として運用している有 

価証券を含みます。） 

(1) 満期保有目的債券 
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償却原価法（定額法）によっています。 

 

(2) その他有価証券 

  時価法によっています。 

 

６ 金利スワップ取引の処理方法 

(1) 証券化支援勘定における金利スワップ取引 

債権譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券に係るパイ

プラインリスクのヘッジを目的として行う金利スワップ取引の損益は、省令第 12 条の

規定により主務大臣が指定する方法（独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第 12

条の規定に基づき主務大臣が指定する方法について（平成 19 年財政第 174 号・国住資

第 122 号））による金額を繰延金融派生商品利益及び繰延金融派生商品損失として計上

しています。 

 

(2) 住宅資金貸付等勘定における金利スワップ取引 

賃貸住宅建設資金の貸付けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構

債券に係るパイプラインリスクのヘッジを目的として行う金利スワップ取引の会計につ

いては、繰延ヘッジ処理を採用しています。 

また、ヘッジの有効性については、ヘッジ対象とヘッジ手段の変動額等を基礎にして 

評価しています。 

 

７ 収益及び費用の計上基準 

  当機構の顧客との契約から生じる収益は、主に機構団信又は３大疾病付機構団信による

債務弁済充当契約に基づく団信特約料であり、所定の事由に該当した場合に顧客の住宅ロ

ーンの債務弁済を行う義務を負うことの対価として受領しています。団信特約料について

は、契約期間中、時の経過に応じて履行義務が充足されるものと判断しており、役務を提

供する期間にわたり収益を認識しています。 

  なお、これらの対価の額には重要な変動対価の見積り及び金融要素は含まれていませ

ん。 

 

８ 債券発行差額の償却方法 

債券の償還期限までの期間で均等償却しています。 

 

９ リース取引の処理方法 

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 

10 消費税等の会計処理 

税込方式によっています。 

 

（重要な会計上の見積り） 

会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌 
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事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、「貸倒引当金」です。 

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額 137,005,840,825 円 

         

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情 

報 

    貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針 ３ 引当金の計上基準（1）貸倒引当 

金」に記載のとおりであり、計上にあたって、以下のような主要な仮定を用いていま 

す。 

 ・債務者の財務内容や延滞の状況等に基づく債務者区分の判定における貸出先の将 

来見込み 

 ・担保評価に基づく処分可能見込額 

 ・予想損失率の算定に際して、過去実績に基づく損失率に加える必要な修正におい

て考慮する過去実績の趨勢等を踏まえた将来見込み 

 これらの仮定は、将来の経済状況の変化等により影響を受ける可能性があり、仮定 

と将来の事象等に重要な差異が生じた場合には、翌事業年度において貸倒引当金は増 

減する可能性があります。 

        なお、前事業年度末においては、新型コロナウイルス感染症や経済環境の変化の影

響を受け、貸出条件の緩和を行った個人向け債権に関して、貸出条件を緩和している

期間の終了後に返済困難な状況に陥る債務者が増加する可能性があるとの仮定をお

き、将来の損失率の上昇を考慮して予想損失率を修正し、貸倒引当金を追加計上して

おりましたが、貸出条件の緩和期間終了後の返済状況や足下の損失率の状況を鑑み、

また、感染症の位置づけが５類感染症になるなど、経済環境への影響は薄れてきてい

ることから、当事業年度末において、当該修正に基づく貸倒引当金の追加計上を取り

やめました。 
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注記事項（法人単位） 

 

１ 貸借対照表関係 

(1) 担保資産 

  貸付債権担保債券の担保に供するため、買取債権及び貸付金を信託しています。 

 

 

(2) 年金譲受債権 

  独立行政法人住宅金融支援機構法（平成17年法律第82号）附則第７条第１項第３号の規

定により、独立行政法人福祉医療機構から譲り受けた債権の残高を整理しています。 

 

(3) 繰延金融派生商品利益及び繰延金融派生商品損失 

  独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令（平成19年財務省・国土交通省令第１号）

第12条に規定する金利スワップ取引の損益の繰延べを整理しています。 

 

２ キャッシュ・フロー計算書関係 

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 

現金預け金  ： 481,856,612,953円  

資金期末残高 ： 481,856,612,953円  

 

(2) 重要な非資金取引 

 重要な非資金取引として、ファイナンス・リース取引があります。令和５年度中に新た

に計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ707,629,483

円です。 

 

３ 退職給付関係 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

当機構は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けてお

り、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けています。当機構の企業年金基金

制度は複数事業主制度ですが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理的に算

定できるため、関連する注記は、以下の確定給付制度の注記に含めて記載しています。 

企業年金基金制度（積立型制度）では、役職員の報酬・給与と勤務期間に基づいた年金

を支給しています。退職一時金制度（非積立型制度）では、退職給付として、役職員の報

酬・給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、役員分については簡便法、職員分

については原則法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しています。 

 

 

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

証券化支援勘定 買取債権 17,568,237,835,184 貸付債権担保債券 14,146,213,187,053

住宅資金貸付等勘定 貸付金 2,739,239,470 貸付債権担保債券 3,459,591,444

既往債権管理勘定 貸付金 315,200,322,630 貸付債権担保債券 307,354,708,503

計 17,886,177,397,284 14,457,027,487,000

担保に供している資産 担保に係る債務
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(2) 確定給付制度 

 

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務 23,042,172,121 　円

勤務費用 682,189,800
利息費用 138,128,534
数理計算上の差異の当期発生額 △ 86,612,799
退職給付の支払額 △ 904,465,648
過去勤務費用の当期発生額 0
制度加入者からの拠出額 0

期末における退職給付債務 22,871,412,008

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表
期首における年金資産 10,835,154,761 　円

期待運用収益 216,703,095
数理計算上の差異の当期発生額 880,862,659
事業主からの拠出額 343,295,870
退職給付の支払額 △ 537,981,348
制度加入者からの拠出額 0

期末における年金資産 11,738,035,037

③退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 12,616,854,816 　円
年金資産 △ 11,738,035,037
積立型制度の未積立退職給付債務 878,819,779
非積立型制度の未積立退職給付債務 10,254,557,192
小計 11,133,376,971
未認識数理計算上の差異 5,843,314
未認識過去勤務費用 △ 468,469,702
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 10,670,750,583

退職給付引当金 10,670,750,583

前払年金費用 0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 10,670,750,583

④退職給付に関連する損益
勤務費用 682,189,800 　円
利息費用 138,128,534
期待運用収益 △ 216,703,095
数理計算上の差異の当期費用処理額 309,949,596
過去勤務費用の当期費用処理額 7,531,479
臨時に支払った割増退職金 0

合計 921,096,314

⑤年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券 62%
株式 27%
一般勘定 10%
現金及び預金 1%
合計 100%
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(3) 確定拠出制度 

確定拠出制度への要拠出額は43,783,765円です。 

 

４ 固定資産の減損関係 

減損を認識した資産 

  次表の支店事務所については、建物・設備の老朽化等により、使用を取りやめ、処分を

計画していることから、当期において減損を認識しています。 

  ただし、不動産鑑定評価額により測定した正味売却価額が帳簿価額を上回っているた

め、減損額の計上はありません。 

 

 

５ 金融商品関係 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

 ア 金融商品に対する取組方針 

   当機構は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するため

の貸付債権の譲受け等の業務や、一般の金融機関による融通を補完するための災害復

興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務等を実施しています。これらの業務を

実施するため、財投機関債等の発行並びに金融機関及び財政融資資金からの借入れに

より資金を調達しています。 

イ 金融商品の内容及びそのリスク 

  当機構が保有する金融資産は、主として国内の個人に対する債権であり、顧客の契

約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。当該債権の多くは長期

固定の住宅ローン債権であり、期限前償還リスク、再調達・再運用リスク、パイプライ

ンリスク等の市場リスクに晒されています。また、有価証券は主に債券を満期保有目

的で保有しており、これらは発行体の信用リスク（運用先等信用リスク）及び市場リス

クに晒されています。 

⑥長期期待運用収益率の設定方法に関する記載　
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の
配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益
率を考慮しています。

⑦数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.0%

（注）役員分の退職一時金を簡便法で会計処理した金額を含みます。

＜支店事務所＞ （単位：円）

建物等 土地 計 建物等 土地

1 近畿 大阪市中央区 343,695,955 464,000,000 807,695,955 0 0

2 東北 仙台市青葉区 51,504,564 208,000,000 259,504,564 0 0

3 北海道 札幌市中央区 79,816,084 177,000,000 256,816,084 0 0

4 中国 広島市中区 78,866,621 551,000,000 629,866,621 0 0

553,883,224 1,400,000,000 1,953,883,224 0 0

機構
支店名

所在地
帳簿価額 減損額

合計
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当機構の調達手段である財投機関債等及び借入金は、一定の市場環境の下で調達   

できなくなる場合等の流動性リスクに晒されています。 

ウ 金融商品に係るリスク管理体制 

   (ｱ) リスク管理への取組 

     当機構では、組織的かつ横断的なリスク管理体制を整備するため、リスク管理    

を統括する役員・部署を定めるとともに、リスクを定性面・定量面から適切に管    

理するために、各リスクの管理を担当する役員・部署を定め、委員会を設置す    

る等必要な体制の整備に取り組んでいます。具体的には、信用リスク、保証リスク及

び保険引受リスクの管理については信用リスク管理委員会を、市場リスク、運用先等

信用リスク及び流動性リスクの管理についてはＡＬＭリスク管理委員会を設置して

います。これら各委員会では、各リスクの状況をモニタリングするとともに、各リス

クの管理に関する企画・立案等について審議しています。 

また、各リスクを統合的な観点から管理するために、統合的なリスク管理を    

担当する役員・部署を定め、各リスクの計量結果や管理状況等を全体として把握・評

価し、定期的に役員会に報告しています。統合的リスク管理の取組として、ストレス

シナリオを考慮した中長期的な生涯収益シミュレーションにより信用リスク量及び

市場リスク量を計測し、機構の経営として許容できる範囲内にリスクを制御できて

いるか確認しています。 

当機構では、リスク管理基本規程を策定し、リスク管理の目的、各リスクの特定・

定義、管理体制・手法、管理の実施状況の監査等、基本的な体系を定めています。各

リスクの具体的な管理手法等については、信用リスク管理規程等のリスク管理に関

する諸規程で定めています。これらに基づき、住宅ローン等の事業の特性を踏まえた

リスク管理を実施するとともに、機構の業務・特性を踏まえ各リスクを総体的に把

握・評価することによる統合的な観点からのリスク管理を行っています。 

   (ｲ) 信用リスク管理 

当機構では、信用リスクの管理を担当する部署は営業部門から独立性を確保し、買

取審査、与信審査、機構保有債権の管理及び回収並びに自己査定を適切に実施する体

制を整備しています。また、信用リスクの把握及び管理を的確に実施するため、機構

保有債権をリスク・プロファイルに応じて区分し、この区分ごとにポートフォリオに

含まれる債権の属性分析、将来に発生しうる損失額の計測、信用リスクに対応するた

めのコスト算定等を行っています。 

   (ｳ) 市場リスク管理 

当機構では、市場部門から独立したリスク管理部門を設置し、期限前償還リスク、

再調達・再運用リスク及びパイプラインリスクを適切に管理する体制を整備してい

ます。期限前償還リスクについては、期限前償還モデルにより期限前償還額を推計す

るとともに、住宅ローンの証券化、多様な年限による債券発行等を組み合わせて資金

を調達することにより管理を行っています。また、再調達・再運用リスクについては、

将来の金利変動を加味した資産・負債のキャッシュ・フローを推計し、当該キャッシ

ュ・フローにより発生する期間損益を計測するとともに、デュレーション等のリスク

指標の定期的なモニタリングを実施することにより管理を行っています。 

なお、パイプラインリスクについては、必要に応じてヘッジ目的の金利スワップ取

引を行うこと等により管理を行っています。 

   (ｴ) 運用先等信用リスク管理 

当機構では、運用等の実施部門から独立したリスク管理部門が運用先等信用リス

クの管理指標を制定し、モニタリングを実施しています。モニタリングの実施に当た

り、保有債券の発行体、金利スワップ取引の取引先金融機関等の信用リスク管理方法

を定めています。 
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   (ｵ) 流動性リスク管理 

当機構では、資金繰り管理部門から独立したリスク管理部門が流動性資産等の資

金繰りに係る管理指標を制定し、モニタリングを実施しています。また、緊急時の借

入枠を設定するなどの調達手段を確保しており、資金繰りの逼迫度に応じた管理区

分を設定の上、管理区分に応じた対応を定めています。 

エ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合の合理的に

算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用

しているため、異なる前提条件によった場合には当該価額が異なることもあります。 

 

 (2) 金融商品の時価等に関する事項 

  期末日における主な金融商品の貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次表のとおりです。なお、現金は注記を省略しており、預け金、代理店預託金、譲渡性預

金及び金銭の信託（合同運用指定金銭信託）は短期間で決済されるものであり、時価は帳

簿価額と近似していることから、注記を省略しています。 

 

（注）買取債権及び貸付金に対応する一般貸倒引当金、個別貸倒引当金等を控除しています。なお、求償債

権及び年金譲受債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、貸借対照表計上額から直

接減額しています。 

 

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

  金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の三つのレベルに分類しています。 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により

算定した時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット

を用いて算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

（単位：円）

48,941,864,200 48,988,453,602 46,589,402

389,570,567,665 395,359,755,285 5,789,187,620

18,515,821,600,142

△ 65,773,171,771

18,450,048,428,371 18,982,605,122,808 532,556,694,437

4,371,020,923,835

△ 65,573,902,719

4,305,447,021,116 4,455,323,912,649 149,876,891,533

871,898,855 871,898,855 0

16,997,119,532 18,207,098,777 1,209,979,245

23,211,876,899,739 23,901,356,241,976 689,479,342,237

740,821,116,000 735,290,324,403 △ 5,530,791,597

20,801,752,487,000 20,196,018,449,302 △ 605,734,037,698

291,487,548 291,487,548 0

20,802,043,974,548 20,196,309,936,850 △ 605,734,037,698

21,542,865,090,548 20,931,600,261,253 △ 611,264,829,295

 ① 金銭の信託（単独運用指定金銭信託）

 ⑦ 借入金

 ④ 貸付金

      　貸倒引当金（注）

 ⑤ 求償債権（注）

 ⑥ 年金譲受債権（注）

 資産計

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

 ② 有価証券

  　　満期保有目的の債券

 ③ 買取債権

      　貸倒引当金（注）

 ⑧ 債券

 負債計

      　債券発行差額
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ベルに時価を分類しています。 

  

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

 

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

  資 産 

①  金銭の信託（単独運用指定金銭信託） 

    取引金融機関から提示された価格を時価としており、レベル３の時価に分類してい

ます。 

  ②  有価証券 

    国債、地方債、政府保証債及び社債は、業界団体が公表する取引価格等の相場価格に

よっています。国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に

分類しています。一方で、地方債、政府保証債及び社債は、市場での取引頻度が低く、

活発な市場における価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類し

ています。 

  ③  買取債権 

    買取債権の種類、債務者区分及び期間に基づく区分ごとに、将来キャッシュ・フロー

を見積もり、同様の新規買取を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定

しています。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保による回

収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対

照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該金額を時価とし

ています。 

時価に対して観察できないインプットによる影響が重要な場合となるため、その時

価をレベル３に分類しています。 

  ④  貸付金 

貸付金の種類、債務者区分及び期間に基づく区分ごとに、将来キャッシュ・フローを

見積もり、同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定し

ています。 

なお、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証

による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日におけ

る貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該金額を

時価としています。 

（単位：円）

0 0 48,988,453,602 48,988,453,602

114,635,889,285 280,723,866,000 0 395,359,755,285

0 0 18,982,605,122,808 18,982,605,122,808

0 0 4,455,323,912,649 4,455,323,912,649

0 0 871,898,855 871,898,855

0 0 18,207,098,777 18,207,098,777

114,635,889,285 280,723,866,000 23,505,996,486,691 23,901,356,241,976

0 254,942,021,362 480,348,303,041 735,290,324,403

0 19,074,815,158,590 1,121,203,290,712 20,196,018,449,302

0 334,691,383 △ 43,203,835 291,487,548

0 19,075,149,849,973 1,121,160,086,877 20,196,309,936,850

0 19,330,091,871,335 1,601,508,389,918 20,931,600,261,253

  　　債券発行差額

レベル１ レベル２ 合計

 ① 金銭の信託（単独運用指定金銭信託）

 ② 有価証券

  　　満期保有目的の債券

 ③ 買取債権

レベル３
区分

時価

 ⑦ 借入金

 ⑧ 債券

 負債計

 ④ 貸付金

 ⑤ 求償債権

 ⑥ 年金譲受債権

 資産計
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時価に対して観察できないインプットによる影響が重要な場合となるため、その時

価をレベル３に分類しています。 

  ⑤  求償債権 

担保による回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日

における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該

金額を時価としています。 

時価に対して観察できないインプットによる影響が重要な場合となるため、その時

価をレベル３に分類しています。 

  ⑥  年金譲受債権 

債務者区分及び期間に基づく区分ごとに、将来キャッシュ・フローを見積もり、同様

の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しています。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保による回

収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対

照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該金額を時価とし

ています。 

時価に対して観察できないインプットによる影響が重要な場合となるため、その時

価をレベル３に分類しています。 

  負 債 

  ⑦  借入金 

    元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価

を算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響が重要な場合とな

るため、その時価をレベル３に分類しています。 

    なお、財政融資資金借入金については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場

合の財政融資資金貸付金利で割り引いて時価を算定しており、レベル２に分類してい

ます。 

また、財形住宅資金貸付勘定の民間借入金については、約定期間が短期間であり、 

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、レベル３の

時価に分類しています。 

  ⑧  債券 

    政府保証債券、貸付債権担保債券及び一般担保債券については、業界団体が公表する

取引価格等の相場価格によっています。当機構の発行する債券は、活発な市場における

価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しています。 

財形住宅債券及び住宅宅地債券については、将来キャッシュ・フローを見積もり、同

様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しており、時価

に対して観察できないインプットによる影響が重要な場合となるため、その時価をレ

ベル３に分類しています。 
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６ 有価証券関係 

(1) 満期保有目的の債券 

 

 

(2) その他有価証券 

 

 

７ 収益認識関係 

(1) 収益の分解情報 

   当機構の顧客との契約から生じる収益は、主に機構団信又は３大疾病付機構団信によ

る債務弁済充当契約に基づく団信特約料です。当機構の一定の事業等のまとまりごとの

区分における団信特約料は、附属明細書（法人単位）の「14 法人単位財務諸表と各勘定

別財務諸表との関係」に記載のとおりです。 

 

 (2) 収益を理解するための基礎となる情報 

   重要な会計方針（法人単位）の「７ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。 

 

 (3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の額を理解するための情報 

   重要性が乏しいため、注記を省略しています。 

 

８ 重要な債務負担行為 

 該当事項はありません。 

 

 

（単位：円）

区　分 種　類 貸借対照表計上額 時　価 差　額

国債 91,612,007,060 96,715,704,285 5,103,697,225

地方債 45,117,791,718 47,277,611,000 2,159,819,282

政府保証債 4,690,448,557 4,932,966,000 242,517,443

社債 24,260,024,578 25,538,738,000 1,278,713,422

小計 165,680,271,913 174,465,019,285 8,784,747,372

国債 18,483,138,294 17,920,185,000 △ 562,953,294

地方債 119,842,660,001 118,485,838,000 △ 1,356,822,001

政府保証債 5,872,765,611 5,759,680,000 △ 113,085,611

社債 79,691,731,846 78,729,033,000 △ 962,698,846

小計 223,890,295,752 220,894,736,000 △ 2,995,559,752

389,570,567,665 395,359,755,285 5,789,187,620

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの

合　計

(単位：円）

区　分 種　類 貸借対照表計上額 取得原価 差　額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの

その他 599,000,000,000 599,000,000,000 0

　なお、貸借対照表計上額が取得原価を超えるものはありません。
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９ 重要な後発事象 

 該当事項はありません。 

 

10 不要財産に係る国庫納付等 

(1) 不要財産としての国庫納付等を行った資産の種類、帳簿価額等の概要 

   

     

(2) 不要財産となった理由 

令和４年度までに措置された政府出資金等について、当該財産については今後見込ま

れる事業量のもとでは業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められたためで

す。 

 

(3) 国庫納付等の方法 

    独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第46条の２第１項の規定に基づき、国庫

納付を行いました。 

 

 

（単位：円）

種類 帳簿価額 国庫納付等の額 国庫納付等が行われた年月日 減資額

現預金 12,734,779 12,734,779 令和６年３月８日 0

計 12,734,779 12,734,779 － 0
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